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。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
原
発
の
な
い
沖
縄
と
電
源
開
発
促
進
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）
に
つ
い
て
は
、
電
気
の
安
定

供
給
の
確
保
が
国
民
生
活
と
経
済
活
動
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
発
電
用
施
設
の
周
辺
の
地
域
に
お
け

る
公
共
用
の
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
福
祉
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
発
電
用
施
設
の
設
置
の

円
滑
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
電
源
開
発
促
進
税
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
つ
い
て
は
、
原
子

力
発
電
施
設
、
火
力
発
電
施
設
、
水
力
発
電
施
設
等
の
設
置
を
促
進
す
る
等
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
に
要
す
る
費
用
に
充

て
る
た
め
、
一
般
電
気
事
業
者
の
販
売
電
気
に
電
源
開
発
促
進
税
を
課
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別

会
計
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
八
十
号
）
に
つ
い
て
は
、
電
源
開
発
促
進
税
の
収
入
を
財
源
と
し
て
行
う
電
源
開
発
促
進

対
策
に
関
す
る
政
府
の
経
理
を
明
確
に
す
る
た
め
、
特
別
会
計
を
設
置
し
、
一
般
会
計
と
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
四
十
九
年
に
制
定
さ
れ
た
。

二
に
つ
い
て

電
源
開
発
促
進
税
の
税
率
は
、
販
売
電
気
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
に
つ
き
、
三
百
七
十
五
円
で
あ
る
。
電
源
立
地
対
策
は
、
発

一



電
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
運
転
の
円
滑
化
に
資
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
り
、
電
源
利
用
対
策
は
、
発
電
用
施
設
の

利
用
の
促
進
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
発
電
用
施
設
に
よ
る
電
気
の
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
と
こ
ろ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
対
策
に
充
て
ら
れ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
、
予
算
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
税
率
の
内

訳
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
電
源
開
発
促
進
税
の
税
収
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
後
、
電
源
立
地
対
策
及
び
電
源
利
用
対

策
に
充
て
る
た
め
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
電
源
開
発
促
進
勘
定
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
電
源
開
発
促
進
税
の
課
税
対
象
と
な
る
長
期
固
定
電
源
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
電
源
開
発
促
進
税
は
、
電
源
の
別
を
問
わ
ず
、
一
般
電
気
事
業
者
の
販
売
電
気
に
課
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四
及
び
七
に
つ
い
て

政
府
は
、
電
源
立
地
対
策
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
の
火
力
発
電
所
に
係
る
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
の
交
付
等
を
行
っ

て
お
り
、
電
源
利
用
対
策
に
つ
い
て
は
、
同
県
の
電
力
系
統
の
安
定
化
に
も
資
す
る
技
術
開
発
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

二



五
に
つ
い
て

沖
縄
県
に
お
け
る
電
源
開
発
促
進
税
の
課
税
に
つ
い
て
は
、
電
源
開
発
促
進
税
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
四
十
九
年
か
ら
行

っ
て
お
り
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
課
税
額
の
累
計
は
約
七
百
三
十
億
五
千
万
円
で
あ
る
。
平
成
二
十
三
年
度
の
課
税
額

は
集
計
中
で
あ
る
た
め
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
平
成
二
十
一
年
度
の
課
税
額
は
約
二
十
八
億
円
、
平
成
二
十
二

年
度
の
課
税
額
は
約
二
十
八
億
三
千
万
円
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
同
法
に
基
づ
き
販
売
電
気
の
電
力
量
に
応
じ
課
税
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

沖
縄
県
及
び
同
県
の
立
地
市
町
村
等
に
対
す
る
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
度
か
ら

行
っ
て
お
り
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
交
付
額
の
累
計
は
約
八
十
一
億
二
千
万
円
で
あ
る
。
平
成
二
十
三
年
度
の
交
付
額

は
集
計
中
で
あ
る
た
め
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
平
成
二
十
一
年
度
の
交
付
額
は
約
四
億
四
千
万
円
、
平
成
二
十

二
年
度
の
交
付
額
は
約
五
億
五
千
万
円
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
同
県
に
お
け
る
発
電
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
運
転
の

円
滑
化
に
資
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

三



政
府
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
沖
縄
県
か
ら
政
府
に
対
し
、
平
成
二
十
三
年
九
月
八
日
、
同
年
十
月
十
一
日
及
び
同
年
十

一
月
十
九
日
に
、
電
源
開
発
促
進
税
の
課
税
免
除
等
を
求
め
る
文
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
い
る
。

四


